
 

 

 

 

酷暑の中での学校生活 

暑さが激しい中でも、子どもたちは元気に過ごしています。しかし、この暑さの

中、運動場の気温を測ってみると４０度を超えたときもありました。１時間目と２

時間目の休み時間は運動場で遊ぶことができても、それ以降は運動場で遊ぶことが

難しくなっています。水泳にしても同様のことが言えました。午前中は水泳の学習

ができても午後近くになると、水温がぬるま湯になることもしばしばありました。

これでは、かえって熱中症を引き起こしてしまうことがあるので、水温と気温とを

随時調べながら判断するため、中止せざるを得ないこともありました。また、見学

児童については、以前は屋上に上がって水泳学習の見学をさせていましたが、現在

は、教職員の管理の元、別室で自習をさせています。児童が楽しみにしているプー

ルですが、近年、この酷暑の中、安全に学習するためにはどうすればよいか悩みは

つきません。                   

４月発行の学校だよりにも掲載していますが、今年度は、『友だちを大切にしよ

う』ということを最も大切にしています。それと同時に、学校安心ルールや学校の

きまりは互いに過ごしやすくするために一人一人が守らなければならないことを学

級で説明をしています。大阪市いじめ対策基本方針や聖賢小学校いじめ防止基本方

針は、児童を守るために、私達職員が普段から気を付けておかなければならないこ

と、いじめ事案やいじめにつながる事案が起きた際には、学校としてどのような手

立てを考えて取り組んでいくのかを示しています。教職員が共通理解の元、対応す

るためのものです。早期発見するためにも学習端末を使っての「心の天気」「相談

申告機能」「いじめアンケート」だけでなく、日頃とは異なる児童の表情に気づい

たり、相談できる関係性を作ったりしていかなければならないと考えています。保

護者の方にも児童の様子を見ていただき何かあればご連絡ください。一人一人が安

心して過ごせるようにするためなので、ご協力お願いします。 
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大阪市立聖賢小学校 

 



 

大阪市立聖賢小学校

日 曜 学　　校　　行　　事 PTA等学校関係行事

1 金

2 土 聖賢まつり

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金 閉庁日

9 土

10 日

11 月 山の日

12 火 閉庁日

13 水 閉庁日

14 木 閉庁日 京橋慰霊祭

15 金 閉庁日

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木 民謡教室

22 金

23 土

24 日

25 月 始業式　B4

26 火
6年発育測定
給食開始　A5

３Ａ

27 水 5年発育測定　A5

28 木
4年発育測定
委員会　通常授業

民謡教室

29 金
3年発育測定　A5
5年宿泊前健診(抽出)

30 土

31 日

令和７年度 ８月行事予定表


